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2019 年 10 月 31 日  

都道府県バスケットボール協会  

U12 カテゴリー部会長  各位  

公益財団法人日本バスケットボール協会  

アンダーカテゴリー部会長  吉田  長寿  

 

U12 カテゴリー競技規則一部変更の追加について  
 

平素より当協会の活動に対し、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  

さて、2 月 28 日付の資料にて通知させていただきました、U12 カテゴリーの「8 人以上

による試合成立について」につきまして、9 月 7 日に実施された U12 カテゴリー部会にて、

下記の通り規則を追加することとなりましたので、ご連絡いたします。  

都道府県 U12 部会長におかれましては、内容ご確認の上、都道府県内における周知をお

願いいたします。  

なお、ご不明な点がございましたら、遠慮なく JBA アンダーカテゴリー部会（担当：松

澤）までお問い合わせください。  

 

記  

 

1．追加内容 

8 人以上による試合成立の条件について、規定されていなかったものついて追加する。  

①  8 人以上による試合成立の条件が満たせなくなった場合は、試合不成立とする。  

②  試合不成立となった場合、結果は 20-0 とする。ゲームの途中で試合不成立となった  

場合、それまでの記録は全て無効とする。  

 

2．補足事項 

(1) 8 人以上による試合成立の「プレーヤーは第 3 クォーターまでに続けて 3 クォーター  

出場してはならない。」を満たすために、出場選手を 4 人以下として試合をすること  

は認めないことを明記。  

（2019 バスケットボール競技規則解説(インタープリテーション)9-4 に基づく内容） 

(2) 試合不成立となった場合の処置について、事実が判明した時期に応じた対応を補足  

した。（詳細は別添資料参照のこと）  

 

3．適用時期 

これまで規定されていなかった項目であるため、U12 カテゴリー部会による承認後、大

会要項に定め、できるだけ速やかに実施する。  

 

 

＜添付ファイル＞    U12 競技規則の一部変更の追加_20191023 

 

 

※  添付の資料は、JBA 公式サイトの U12 カテゴリーのページにも掲載いたします。

http://u12.japanbasketball.jp/contents/ 

 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ＞  

公益財団法人日本バスケットボール協会  アンダーカテゴリー部会  担当 :松澤、岩本  

TEL：03-4415-2020（平日 9：30～17：30）  ／  MAIL： jba-uc@basketball.or.jp 

以上  
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